ご　担　当　医　様
　兵庫県保健医療部疾病対策課　原爆被爆者相談室

診断書（健康管理手当）の作成について

　原子爆弾被爆者に対する医療につきましては、日頃からご協力を賜っているところですが、このたび「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく健康管理手当の認定申請に必要な標記の診断書の作成をお願いすることになりました。つきましては、下記の事項に留意いただきご記入ください。

記

１　「健康管理手当」とは、厚生省令に定める障害を伴う疾病（診断書用紙裏面に記載）が支給対象となります。
　　なお、障害を伴う疾病が２つ以上の場合には、該当する１つの疾病について検査結果（裏面の「検査項目及び記入事項」参考）を記入してください。

２　治療継続中で検査数値が正常値内にある場合は、最新の検査数値及び検査年月日等を診断書に記入し「治療経過・症状等」欄にその旨記入してください。

３　「症状が固定しているかどうかについての意見」欄は、申請する疾病の症状の固定化について該当する方に○を入れ、症状が固定していない場合は具体的な期間（約○年等）を記入してください。
　　認定期間の上限は以下のとおりとなっており、「病状が固定しているかどうかについての意見」を参考に決定します。
　　・造血機能障害を伴う疾病のうち鉄欠乏性貧血…３年
　　・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病…３年
　　・造血機能障害を伴う疾病のうち貧血…５年
　　　（再生不良性貧血及び鉄欠性貧血を除く）
　　・内分泌腺機能障害を伴う疾病のうち甲状腺機能亢進症…５年
　　・白内障…５年
　　・上記以外の疾病…無期限

４　疾病名について
　　単なる高血圧症は該当しません。また白内障については水晶体混濁による視機能障害がある場合のみ、診断書（健康管理手当用）を作成することとしてください。なお、運動器機能障害で申請される場合には、障害部位の図示またはレントゲンの提出が必要となります。

５　原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな疾病は対象外です。
　（例　Ｃ型肝炎等ウイルスによる感染、先天性異常、中毒、事故が原因のもの等）
　
· 診断書作成費用は、文書料として被爆者の自己負担となります。

